
厚木市介護保険給付実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

及び厚木市介護保険条例（平成１２年厚木市条例第４号）に定めがあるもののほ

か、介護保険の給付について必要な事項を定めるものとする。 

（特例居宅サービス費等の額） 

第２条 次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、第１号被保険者で

あって、介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「政令」という。）第2

2条の２第１項又は第29条の２第１項で定めるところにより算定した所得の額が

政令第22条の２第２項又は第29条の２第２項に規定する額以上である要介護被保

険者等が受ける次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額の100分の80に相当する額とし、第１号被保険者であ

って、政令第22条の２第５項又は第29条の２第４項で定めるところにより算定し

た所得の額が政令第22条の２第６項又は第29条の２第５項に規定する額以上であ

る要介護被保険者等が受ける次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働

大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の70に相当する額とする。 

(1) 法第42条第３項に規定する特例居宅介護サービス費の額 

(2) 法第42条の３第２項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額 

(3) 法第49条第２項に規定する特例施設介護サービス費の額 

(4) 法第54条第３項に規定する特例介護予防サービス費の額 

(5) 法第54条の３第２項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額 

２ 次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働大臣が定める基準により算

定した費用の額に相当する額とする。 

(1) 法第47条第３項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額 

(2) 法第51条の４第２項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額 

(3) 法第59条第３項に規定する特例介護予防サービス計画費の額 

(4) 法第61条の４第２項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額 

（居宅介護サービス費等の額の特例） 

第３条 法第50条又は第60条の規定による額の特例の措置を受けようとする被保険

者（以下「申請者」という。）は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に、

その理由を証する書類及び介護保険被保険者証を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、

減免の可否、割合及び期間を決定する。 



３ 市長は、前項の規定により減免を決定したときは、介護保険利用者負担額減額・

免除決定通知書により申請者に通知するとともに、介護保険利用者負担額減額・

免除認定証を交付するものとする。 

４ 市長は、第２項の規定により減免を行わないことを決定したときは、理由を付

してその旨を申請者に通知するものとする。 

５ 市長は、第３項の規定による減免決定を受けた申請者が、次の各号のいずれか

に該当したときは、その決定の一部又は全部を取り消すことができる。 

（1） 虚偽の申請をしたとき。 

（2） 申請者又はその世帯の資力その他の事情の変更により減免が不適当と認め

られるとき。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成17年10月１日から施行する。 

２ この要綱の施行日前において、介護保険法改正に伴う事務手続きに対応するた

め、この要綱の改正後の様式による申請を受理することができるものとする。 

附 則 

 この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成23年10月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成28年３月14日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年５月12日から施行する。 

 

 

 


